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○ 埼玉県教育委員会定例会の招集（教委・総務課） 
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挙管理委員会） 

○ 平成７年５月 30日埼玉県選管告示第 70号（政見放送及び経歴放送実施規程による政見

放送を行うことができる基幹放送事業者及び政見放送の回数）の一部を改正する告示

（選挙管理委員会） 

○ 監査結果の公表（監査第二課） 

○ 措置通知の公表（監査第二課） 

○ 財政的援助団体等の監査結果の報告（監査第一課） 

雑報 
○ 特殊肥料の検査結果の公表に関する告示（病害虫防除所） 
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正誤 
○ 埼玉県告示第 728号中訂正（商業・サービス産業支援課） 

○ 埼玉県告示第 729号中訂正（商業・サービス産業支援課） 

○ 埼玉県告示第 730号中訂正（商業・サービス産業支援課） 

○ 埼玉県選管告示第 11号目次中訂正（選挙管理委員会） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
一
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（h

t
t
p
:
/
/
w

w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
ウ
ィ
ン
グ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

川
上 

成
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
戸
田
市
本
町
一
丁
目
十
五
番
十
八
―
三
百
一
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
障
害
児
・
者
と
そ
の
家
族
が
地
域
で
生
活
す
る
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
い
、

障
害
児
・
者
の
自
立
生
活
及
び
社
会
参
加
を
促
進
し
、
も
っ
て
障
害
者
福
祉
の
向
上
を
図
り
誰

も
が
豊
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
羽
生
店 

 
 

 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字
上
岩
瀬
六
百
五
十
六
―
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
Ｎ
Ｔ
Ｔ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

前
田
幸
一 

 
 

 
 

 

東
京
都
港
区
芝
浦
一
丁
目
二
番
一
号 

（
変
更
後
）
Ｎ
Ｔ
Ｔ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
前
田
幸
一 

 
 

 
 

 

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
二
番
七
十
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
六
月
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
十
七
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ア
ク
ロ
ス
プ
ラ
ザ
久
喜 

 
 

 

埼
玉
県
久
喜
市
本
町
七
丁
目
千
百
四
十
六
番
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

佐
藤
隆 

東
京
都
千
代
田
区
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二
十
三
号 

（
変
更
後
）
芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

辻
田
泰
徳 

東
京
都
千
代
田
区
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二
十
三
号 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
フ
ォ
ー
・
ユ
ー 

代
表
取
締
役 

清
水
孝
浩 

香
川
県
高
松
市
今
里
町
二
―
十
六
―
一 

ブ
ッ
ク
オ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

佐
藤
弘
志 

神
奈
川
県
相
模
原
市
古
淵
二
―
十
四
―
二
十 

株
式
会
社
あ
さ
ひ 

代
表
取
締
役 

下
田
進 

大
阪
府
大
阪
市
都
島
区
大
東
町
二
―
三
―
二
十 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ゲ
オ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

遠
藤
結
蔵 

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
富
士
見
町
八
―
八 

ブ
ッ
ク
オ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

松
下
展
千 

神
奈
川
県
相
模
原
市
南
区
古
淵
二
―
十
四
―
二
十 

株
式
会
社
あ
さ
ひ 

代
表
取
締
役 

下
田
佳
史 

大
阪
府
大
阪
市
都
島
区
高
倉
町
三
―
十
一
―
四 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
外 



 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
六
月
二
日 

二 
縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
十
七
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
八
潮
鶴
ヶ
曽
根
店 

 
 

 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
鶴
ヶ
曽
根
字
沖
通
八
百
九
十
四
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

有
限
会
社
小
櫃
商
事 

代
表
取
締
役 

小
櫃
良
夫 

 

 
 

 
 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
鶴
ヶ
曽
根
八
百
九
十
四
番
地
十
一 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

大
島
孝
之 

 
 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
二
月
一
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

二
千
九
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

九
六
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

八
二
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

七
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
一
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
十
七
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
五
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
旭
台
九
四 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

耕
地
の
防
風 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

指
定
理
由
の
消
滅 

 
 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
春
日
部
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

春
日
部
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
数
値
図
化
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

庄
和
地
域
（
旧
庄
和
町
全
域
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
七
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
さ
い
た
ま
市
区
域
線
測
量
業
務
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
南
部
建
設
事
務
所
管
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
さ
い
た
ま
市
主
要
道
路
境
界
座
標
調
整
業
務
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
南
部
建
設
事
務
所
管
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
九
号 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
八
年
六
月
十
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
免
許
を
取
り
消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

有
限
会
社
松
井
商
事 

商

号

又

は

名

称 

松
井
せ
つ
子 

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名
） 

埼
玉
県
草
加
市
中
央
二
丁
目
十
六
番
二

十
五
号 

 

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

島 

利 

彦 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

東
京
所
沢
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧
新
別 

所
沢
市
大
字
荒
幡
字
東
内
手
二
二
番

三
地
先
か
ら
同
市
大
字
荒
幡
字
東
内

手
二
二
番
三
地
先
ま
で 

区 
 

 

間 

 

二
五
・
〇
〇 

二
五
・
〇
〇
～ 

 

二
九
・
五
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
六
・
〇
〇 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

道
路
改
良
事
業
に
よ

る
。 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

向 

田 
 

 

稔 
 

 
 

     



  

勅
使
河
原
本
庄
線 

路 
 

線 
 

名 

児
玉
郡
上
里
町
大
字
金
久
保
一
〇
五
一
番

一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
神
保
原
町
字

新
開
二
一
五
〇
番
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に

限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
一
年
二
月
六
日
埼

玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
十
二
号
で
告
示
し
た

道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用

開
始
で
あ
る
。 

延
長
六
六
五
・
二
〇
メ
ー
ト
ル 

備  

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
十
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
七
〇
〇
七
七
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
三
日 

 
 

川
建
セ
第
二
八
〇
〇
一
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
字
上
ノ
山
千
五
百
四
十
九
番
十
一
、
千
五
百
四
十
九
番
十

二
、
千
五
百
四
十
九
番
十
三
、
千
五
百
四
十
九
番
十
四
、
千
五
百
四
十
九
番
十
五
、
千
五
百
四

十
九
番
十
六
、
千
五
百
五
十
一
番
四
、
千
五
百
五
十
一
番
七
、
千
五
百
五
十
一
番
八
、
千
五
百

五
十
一
番
九
、
千
五
百
四
十
九
番
十
七
、
千
五
百
四
十
九
番
十
八 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
坂
戸
市
南
町
十
六
番
四
号 

 
 

有
限
会
社
幸
和
開
発 

代
表
取
締
役 

関 

俊
一 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
十
号 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
七
〇
〇
六
八
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
四
日 

 
 

川
建
セ
第
二
八
〇
〇
一
〇
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
清
水
三
百
三
番
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
一
丁
目
四
番
地
五
号
グ
ラ
ン
シ
ャ
リ
オ
八
〇
二 

 
 

市
川 

瑞
樹 



告 
 

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
二
十
九
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

奥 

野 
 

 

立 
 

 
 

 



１ 業務委託の名称 

    28 新委第 15－１－２号 新三郷浄水場浄水発生土収集運搬業務委託 

２ 入札の公告を行った日 

  平成 28 年２月 19 日 

３ 契約の相手方を決定した日 

  平成 28 年４月 12 日 

４ 契約の相手方の氏名及び住所 

  篠竹興業株式会社 取締役 篠竹 毅 

  神奈川県川崎市川崎区千鳥町７番１号 

５ 契約金額 

  １トン当たり 3,024 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 発注機関の名称及び住所 

  埼玉県新三郷浄水場 

埼玉県三郷市南蓮沼１番地 



告 
 

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
三
十
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

奥 

野 
 

 

立 
 

 
 

 



１ 業務委託の名称 

    28 大委第７－１－１号 大久保浄水場浄水発生土収集運搬その１業務委託 

２ 入札の公告を行った日 

  平成 28 年２月 19 日 

３ 契約の相手方を決定した日 

  平成 28 年４月 12 日 

４ 契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社ヤマキ 代表取締役 菊田 勝實 

  埼玉県熊谷市三ヶ尻字新山 3884 番地 

５ 契約金額 

  １トン当たり 2,019 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 発注機関の名称及び住所 

  埼玉県大久保浄水場 

埼玉県さいたま市桜区大字宿 618 番地 

 

 



告

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
三
十
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 

 



１   購入等件名及び数量  

  灯油  JIS １号  97,000リットル  

２  契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  

 (1)埼玉県立循環器・呼吸器病センター事務局管財担当  

  埼玉県熊谷市板井 1696 番地  

 (2)埼玉県立精神医療センター事務局管財担当  

  埼玉県北足立郡伊奈町小室 818 番地２  

３  落札者を決定した日  

  平成 28 年５月 19 日  

４  落札者の氏名及び住所  

  関彰商事株式会社  

  茨城県筑西市一本松 1755 番地２  

５  落札金額  

  42.76 円（１リットル当たり単価）  

６  契約の相手方を決定した手続  

  一般競争入札  

７  入札の公告を行った日  

  平成 28 年４月 22 日  
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１ 監査結果に関する報告 

 (１) 監査の対象事務    

  平成２６年度・平成２７年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事

業の管理及びその他の事務の執行 

 

 (２) 監査の対象機関  １０４機関 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

企画財政部 川越比企地域振興センター 

総務部 所沢県税事務所、飯能県税事務所、東松山県税事務所 

県民生活部 婦人相談センター 

危機管理防

災部 

防災航空センター 

環境部 東松山環境管理事務所 

福祉部 西部福祉事務所、所沢児童相談所 

保健医療部  川口保健所、東松山保健所、坂戸保健所、高等看護学院 

産業労働部 産業技術総合センター北部研究所 

農林部 川越農林振興センター、東松山農林振興センター、大里農林振興センタ

ー、農業技術研究センター、熊谷家畜保健衛生所、茶業研究所、寄居林

業事務所 

県土整備部  川越県土整備事務所、本庄県土整備事務所、行田県土整備事務所、杉戸

県土整備事務所 

下水道局 荒川左岸南部下水道事務所、荒川右岸下水道事務所、荒川左岸北部下水道

事務所 

教育局 総合教育センター江南支所、久喜図書館、文書館、入間向陽高等学校、

浦和商業高等学校、浦和第一女子高等学校、浦和西高等学校、浦和東高

等学校、大宮高等学校、大宮光陵高等学校、大宮商業高等学校、大宮東

高等学校、大宮南高等学校、大宮武蔵野高等学校、小川高等学校、越生

高等学校、川越高等学校、川越工業高等学校、川越女子高等学校、川越

総合高等学校、川越西高等学校、川越初雁高等学校、久喜高等学校、久

喜工業高等学校、久喜北陽高等学校、熊谷高等学校、熊谷工業高等学校、

熊谷商業高等学校、熊谷女子高等学校、熊谷農業高等学校、栗橋北彩高

等学校、芸術総合高等学校、坂戸高等学校、幸手桜高等学校、狭山経済

高等学校、狭山工業高等学校、狭山清陵高等学校、狭山緑陽高等学校、

鶴ヶ島清風高等学校、常盤高等学校、所沢高等学校、所沢商業高等学校、

戸田翔陽高等学校、豊岡高等学校、南稜高等学校、日高高等学校、松伏

高等学校、松山高等学校、松山女子高等学校、宮代高等学校、鷲宮高等

学校、上尾特別支援学校、浦和特別支援学校、特別支援学校大宮ろう学



 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 監査実施日 

       平成２８年１月６日～平成２８年２月５日 

 

 (４) 監査の実施方針 

 事務の執行について、正確性、合規性はもとより、最少の経費で最大の効果を

あげているかという経済性、効率性及び有効性の観点から検証 

 

 (５) 監査の結果 

   ア 指摘事項  

 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行（以下

「事務事業の執行等」という。）が、次の各号のいずれかに該当すると認められ

るもの 

（ア）事務事業の執行等に重大な誤りがあったため、当該事業の是正や今後の

改善が必要と認められるもの 

（イ）事務事業の執行等において、その効果が極めて不十分なため抜本的な改

善が必要と認められるもの 

 

   イ 注意事項 

     事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

（ア）事務事業の執行等に誤りがあったため、当該事務の是正や今後の改善が

必要と認められるもの 

（イ）事務事業の執行等において、その効果が不十分なため一層の改善、工夫

が必要と認められるもの 

 

 監査において指摘事項又は注意事項として認められたものは、次のとおりであった。 

 

ア 指摘事項  

  該当なし 

 

 

園、川島ひばりが丘特別支援学校、久喜特別支援学校、熊谷特別支援学

校、特別支援学校さいたま桜高等学園、特別支援学校坂戸ろう学園、 

狭山特別支援学校、所沢特別支援学校、所沢おおぞら特別支援学校、 

日高特別支援学校、深谷はばたき特別支援学校、本庄特別支援学校、毛

呂山特別支援学校 

警察本部 蕨警察署、川越警察署、東入間警察署、所沢警察署、狭山警察署、西入

間警察署、飯能警察署、熊谷警察署、久喜警察署、幸手警察署 



イ 注意事項 

機関・職制名 監 査 の 結 果 

教育局 熊谷特別支援学

校 

 平成 26 年度の「浄化槽維持管理業務委託」（532,872

円）の一部業務の再委託について、書面による承諾手

続を行っていなかったことは、不適切であった。 

教育局 熊谷特別支援学

校 

 平成 26 年度の「自動ドア設備保守管理業務委託」

（101,520 円）について、２者以上の相手方から見積書

を徴取する必要があるにもかかわらず、１者のみの徴

取で随意契約をしたことは、不適切であった。 
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１ 監査の結果「指摘」とした事項 

対 象 機 関 

監査結果の公表年月日

（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

農林部 水産研究所 平成28年3月4日 

（第2778号） 

 平成26年度の「産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約」（157,734

円）について、次の点で不適切であった。 

１ 書面による契約を締結する前に、産業廃棄物を引き渡し、処分を

委託していた。 

２ ２者以上の相手方から見積書を徴取する必要があるにもかかわら

ず、１者のみの徴取で随意契約した。 

１ 契約締結前に産業廃棄物を処分業者に引き渡すといった法令違反が生

じないよう、産業廃棄物処理委託契約に係るチェックリストを作成し、

複数職員による確認を徹底することとした。 

２ 再発防止のため、所内会議を通じて監査結果を職員に周知するととも

に、埼玉県財務規則等で契約事務における注意点について再確認し、適

正な事務処理の徹底を図った。 

 

２ 監査の結果「注意」とした事項 

対 象 機 関 

監査結果の公表年月日

（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

危機管理防

災部 

消防学校 平成28年3月4日 

（第2778号） 

 平成26年度の訓練用の物品調達について、フロアマット（94,500

円）と防水カラーマット（99,900円）に分割して、同一業者１者の

みの見積書により購入していたことは不適切であった。 

 再発防止のため、監査結果を職員に周知するとともに、計画的な予算執

行と適正な物品購入手続の徹底を目的に、新たに予算執行校内連絡会議を

設置し、定期的に開催することとした。 

 また、出納総務課作成の「随意契約の発注チェックシート」を活用し、

複数の職員による確認を行うなど、チェック体制を強化した。 



保健医療部 草加保健所 平成28年3月4日 

（第2778号） 

 平成26年度に締結した「視覚障害者誘導用ブロック布設替修繕」

（502,200円）について、予定価格を決定するため事前に参考の見積

書を徴取し、それをそのまま見積合わせの見積書として使用し、契約

業者を決定していたのは、不適切であった。 

 再発防止のため、職員全員に監査結果及び事案の概要を説明するととも

に、法令に基づき注意して財務手続を行うよう周知徹底した。 

 新年度になり、改めて上記内容を周知して注意喚起をするとともに、所

内財務研修を実施することで、職員全員の財務知識の向上を図った。 

 また、経理員を複数体制とするとともに、所独自の取り組みとして、10

万円以上の支出については経理員がチェックをすることとした。 

 さらに、出納総務課等が実施する研修に積極的に参加し、財務知識のさ

らなる向上を目指すよう職員全員に周知徹底した。 

農林部 花と緑の振

興センター 

平成28年3月4日 

（第2778号） 

 平成26年度の「一般廃棄物の収集・運搬に関する業務委託契約」

（116,640円）について、２者以上の相手方から見積書を徴取する必

要があるにもかかわらず、１者のみの徴取で随意契約したことは不適

切であった。 

 再発防止のため、所内定例会議を通じて監査結果を職員に周知するとと

もに、埼玉県財務規則の再確認と契約事務におけるチェックなど適正な事

務処理の徹底を図った。 

 さらに、担当職員を「平成27年度第２回浦和管内財務担当者研修会」に

参加させ、所内で契約事務における注意点について再確認を行った。 

教育局 浦和北高等

学校 

平成28年3月4日 

（第2778号） 

 平成26年度の「産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約」（91,368

円）について、契約書を作成した委託契約では検査調書を作成しなけ

ればならないにもかかわらず、検査調書を作成していなかったのは不

適切であった。 

 再発防止のため、監査結果を職員に周知するとともに、契約事務の注意

点について再確認を行い、財務事務の適正な執行を徹底した。 

 また、出納総務課作成の「財務に関するチェックシート（歳出編）」を添

付し、書類の不備等がないか複数職員による確認を徹底した上で支払いを

行うようにした。 



教育局 春日部工業

高等学校 

平成28年3月4日 

（第2778号） 

 平成26年度の「卒業証書の印刷」(110,700円)について、電子入

札共同システムを利用するに当たり、５者の相手方を指名したが、４

者の辞退者が出たため、改めて２者以上の相手方から見積書を徴取す

る必要があるにもかかわらず、見積書を提出した１者と随意契約した

ことは不適切であった。 

 再発防止のため、監査結果を職員に周知するとともに、財務規則に定め

る見積書数を徴取できるよう、調達事務のスケジュール等の確認を徹底し

た。 

 また、出納総務課作成の「財務に関するチェックシート（契約編）」を活

用して複数職員による確認を徹底した。 

警察本部 越谷警察署 平成28年3月4日 

（第2778号） 

 平成26年度の「産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約」２件（75,470

円、40,500円）について、契約書を作成した委託契約では検査調書

を作成しなければならないにもかかわらず、検査調書を作成していな

かったのは、不適切であった。 

 再発防止のため、監査結果を職員に周知するとともに、契約事務の検査

時の事務処理について、埼玉県財務規則等を十分確認するよう徹底を図っ

た。 

 また、出納総務課が作成した「財務に関するチェックシート（歳出編）」

を活用し、複数職員によるチェック体制を強化した。 
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監 査 の 結 果 

 

１ 監査の概要 

（１）監査の対象団体及び実施時期 

   埼玉県が資本金等の４分の１以上を出資している団体（出資団体）、公の施設の指定管理者及 

  び補助金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給、その他の財政的援助を与えている団体（補助 

  金等交付団体）について監査を実施するもので、このうち出資団体１１団体、指定管理者２０団 

  体２２施設、補助金等交付団体５団体について、平成２７年８月から平成２８年１月までの間に 

  実施した。 

 

（２）監査の対象事項 

  ア 平成２６年度の出資団体における出納その他の事務 

  イ 平成２６年度の指定管理者による公の施設の管理業務に係る出納その他の事務 

  ウ 平成２６年度に埼玉県が交付した補助金等財政的援助に係る出納その他の事務 

 

２ 監査の結果 

  監査対象団体別の監査の結果は、次のとおりである。 

  なお、指摘事項及び注意事項以外の軽微な不当事項等については、監査対象団体及び所管部局に 

 その都度注意した。 

 ・ 指摘事項は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が違法又は 

  不当と認められるもののうち、総合的に勘案して重大であると認められるもの 

 ・ 注意事項は、違法又は不当と認められるもののうち、指摘事項及び軽微な事項に該当しないと 

  認められるもの 

 

（１） 出資団体 

 

 

監査対象団体 株式会社秩父開発機構 

所管部局 企画財政部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１０月１３日 

委員監査 平成２７年１２月１０日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  １２３，０００，０００円   

 ・団体の基本財産               ４８０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                                ２５．６％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉高速鉄道株式会社 

所管部局 企画財政部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年９月９日 

委員監査 平成２７年１１月６日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資             ５８，９７６，０００，０００円   

 ・団体の基本財産             １００，０００，０００円   

 ・県の出資割合                                ４９．３％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県消防協会 

所管部局 危機管理防災部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年９月３０日 

委員監査 平成２７年１１月１８日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  １００，０００，０００円   

 ・団体の基本財産               ３１８，５３１，８２２円   

 ・県の出資割合                                ３１．４％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公立大学法人埼玉県立大学 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１２月１８日 

委員監査 平成２８年２月２日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資               ２４，５３４，２９８，８００円   

 ・団体の基本財産          ２４，５３４，２９８，８００円   

 ・県の出資割合                                １００％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県生活衛生営業指導センター 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１１月５日 

委員監査 平成２７年１２月２５日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                    ４，０００，０００円   

 ・団体の基本財産                １０，０１８，０００円   

 ・県の出資割合                                ３９．９％   

監査の結果 

【注意事項】 

 平成 26年度経理処理において、下記の点が不適切であった。 

１ 貸借対照表中、特定資産として職員の退職金支払いの財源として積み立てて

いる退職給付引当資産 3,306,380 円について、本来、その使途が特定の目的に

制限されているにもかかわらず、目的外取崩しの要件を定めないまま3,000,000

円の目的外取崩し及び同額の補てんを行った。 

２ 上記特定資産の 3,000,000 円の目的外取崩しについて、法人の定める会計規

程において金銭の出納は支出伺い書により処理するものとしているにもかかわ

らず、この処理を行わずに出金した。 

３ 過年度に受け入れた賛助会費150,000円について、貸借対照表中、流動負債の 

 前受金に計上したまま何ら処理を行わなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県産業振興公社 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 職員調査 平成２７年１１月１２日 



 

 

 

 

 

 

委員監査 平成２７年１２月１５日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                     ５，０００，０００円   

 ・団体の基本財産                  ５，０００，０００円   

 ・県の出資割合                                     １００％     

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益社団法人埼玉県農林公社 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１２月１６日 

委員監査 平成２８年１月２２日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                ６９５，６５０，０００円   

 ・団体の基本財産             １，１６２，０８７，５００円   

 ・県の出資割合                                 ５９．９％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉県道路公社 

所管部局 県土整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１０月８日 

委員監査 平成２７年１１月１６日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資               １１，４９８，０００，０００円   

 ・団体の基本財産          １１，４９８，０００，０００円   

 ・県の出資割合                                 １００％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社さいたまアリーナ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１２月１日 

委員監査 平成２８年１月６日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                 １５０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産             ４９５，０００，０００円   

 ・県の出資割合                               ３０．３％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉県住宅供給公社 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年９月２日 

委員監査 平成２７年１０月９日 



 

 

 

 

（２）指定管理者 

 

 

 

財政的援助等

の内容 

出資金    

 ・県の出資                    ４０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産                ４０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                                １００％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県下水道公社 

所管部局 下水道局 

監査実施日 
職員調査 平成２７年８月３１日 

委員監査 平成２７年１０月９日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                   ５５，０３０，０００円   

 ・団体の基本財産               １１０，０６０，０００円   

 ・県の出資割合                                ５０．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 サンワックス・太平共同事業体 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１１月２日  

委員監査 平成２７年１２月１７日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 埼玉県平和資料館                 ４３，３５８，８２４円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県体育協会・株式会社サイオー共同事業体 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１２月２２日 

委員監査 平成２８年１月２６日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 武道館                    １０８，９８２，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 アクティオ株式会社 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 平成２８年１月８日 

委員監査 平成２８年１月２６日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 埼玉県生活科学センター              ４４，０２７，５５０円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１１月２４日 

委員監査 平成２７年１２月１５日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料        

 社会福祉総合センター           １０６，９５６，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年９月２５日 

委員監査 平成２７年１１月６日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 障害者交流センター            ２８９，４０９，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社馬渕商事 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１２月３日 

委員監査 平成２７年１２月２８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 伊豆潮風館                １０９，０２９，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会・シンコースポーツ株式会社グループ 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１２月１０日 

委員監査 平成２７年１２月２８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 県民健康福祉村                 １４８，１０１，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益社団法人埼玉県農林公社 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年９月１５日 

委員監査 平成２７年１１月１１日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 農林公園                     ７９，３３４，０５６円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

監査対象団体 秩父開発機構・西武造園グループ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１０月１３日 

委員監査 平成２７年１１月２５日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 秩父公園                    １７７，９４２，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１２月８日 

委員監査 平成２７年１２月２８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 埼玉スタジアム２００２公園            ３１８，９５６，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 株式会社さいたまアリーナ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１２月１日 

委員監査 平成２８年１月８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 さいたまスーパーアリーナ               ９６，７４６，８８０円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年９月１７日 

委員監査 平成２７年１０月２９日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 羽生水郷公園                   １４１，９６９，０００円         

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会・公益財団法人日本科学技術振興財団グループ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年９月１１日 

委員監査 平成２７年１０月２８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  所沢航空記念公園               ３３４，６５１，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県生態系保護協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１２月１４日 

委員監査 平成２８年１月１３日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 荒川大麻生公園                 １４，９１４，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 和光市 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１１月１８日 

委員監査 平成２８年１月４日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 和光樹林公園                  １１，８１３，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 株式会社八廣園 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１０月２７日 

委員監査 平成２７年１２月１０日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 新座緑道                       ８７０，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 埼玉県住宅供給公社 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年９月２日 

委員監査 平成２７年１０月９日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

  特別県営住宅               １４０，２２４，０６８円  

  特定公共賃貸住宅               １２，２３５，７５２円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 株式会社乃村工藝社 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１０月１４日 

委員監査 平成２７年１１月２４日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

  川の博物館                 ２３８，７９４，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 



 

 

監査対象団体 オーエンス・アイルグループ 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１０月６日 

委員監査 平成２７年１１月２４日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 小川げんきプラザ                 ８６，５０６，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 株式会社東急コミュニティー 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 平成２７年９月４日 

委員監査 平成２７年１１月１１日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 神川げんきプラザ                ８２，０７４，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 公益財団法人けやき文化財団 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１０月１６日 

委員監査 平成２７年１１月１８日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 さいたま文学館                              ９８，８３１，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

（３）補助金等交付団体 

監査対象団体 学校法人智香寺学園（正智深谷高等学校） 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１２月１５日 

委員監査 平成２８年１月１３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

私立学校運営費補助金                 ３８０，４０９，０００円   

私立高等学校等父母負担軽減事業補助金          ６８，６１９，３５０円   

私立学校耐震改修促進事業補助金            ７１，３５０，０００円    

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 市民の森保全クラブ 

所管部局 環境部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１２月１８日 

委員監査 平成２８年１月１３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

みどりの埼玉づくり県民提案事業（県民企画・事業実施）補助金        

                               ５００，０００円    

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人名栗園（軽費老人ホーム「シルバーハウス希望の園」）  

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１２月８日 

委員監査 平成２８年１月７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金 

                       ６８，５４８，５６０円   

耐震改修設計補助金                    ２，４００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 草加商工会議所 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１２月１０日 

委員監査 平成２８年１月７日（書面） 

財政的援助等

の内容 
埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金          ５３，７６４，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 みよしグリーンサポート隊 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 平成２７年１２月２４日 

委員監査 平成２８年１月１３日（書面） 

財政的援助等

の内容 
森林ボランティア育成事業補助金               ２５０，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
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特
殊
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
殊
肥
料
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 

須 

永 

真
理
子 



平成２８年４月分 

特殊肥料 
の指定名 

生産業者、輸入業者
若しくは販売業者
又は表示者 

届出名（及び商品名） 

検 査 の 結 果          

備 考      ＴＮ 
(％) 

ＴＰ 
(％) 

ＴＫ 
(％) 

ＴＣu 
(mg/kg) 

ＴＺn 
(mg/kg) 

ＴＣa 
(％) 

Ｃ／Ｎ 
水分 
（％） 

その他 
の検査 

たい肥 秋葉 辰男 トンプン堆肥 
2.99 5.05 2.36 145 668 3.61 9.5 30.26 

 
 

株式会社かとちく 豚糞堆肥 
3.50 5.80 2.32 70 878 4.38 10.2 15.36 

 
 

 
備考：１ 分析検査を実施した成分等の略号は次のとおりである。 
     ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－加里全量、ＴＣu－銅全量、ＴＺn－亜鉛全量、ＴＣa－石灰全量、Ｃ／Ｎ－炭素窒素比、水分－水分含有量 
    ２ 分析値は原則として現物当たりの数値である。ただし、備考欄に「乾物当たり」と記載のある場合は、水分を除き他の項目は乾物当たりの数値である。 



正

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号
（
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日
第
二
千
八
百
一
号
）
中
訂
正 

  

ペ
ー
ジ 

 

行 

二 
 

 
 

上
か
ら
十
五 

  

誤 

     

正 

 地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第

1
0
条
第
１
項

第
１
号
に
該
当

 

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第

1
1
条
第
１
項

第
１
号
に
該
当

 



正

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号
（
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日
第
二
千
八
百
一
号
）
中
訂
正 

  

ペ
ー
ジ 

 

行 

二 
 

 
 

上
か
ら
十
五 

  

誤 

     

正 

 地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第

1
0
条
第
１
項

第
１
号
に
該
当

 

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第

1
1
条
第
１
項

第
１
号
に
該
当

 



正

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
号
（
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日
第
二
千
八
百
一
号
）
中
訂
正 

  

ペ
ー
ジ 

 

行 

二 
 

 
 

上
か
ら
十
五 

  

誤 

     

正 

 地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第

1
0
条
第
１
項

第
１
号
に
該
当

 

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第

1
1
条
第
１
項

第
１
号
に
該
当

 



正

誤 

  
埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
一
号
（
平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日
第
二
千
七
百
八
十
号
）
目
次
中
訂

正 

 

誤 

   

正 

   平
成

2
7
年

3
月

2
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
登
録
者
数
の

5
0
分
の
１
、
３
分
の
１
の
数
等

 

（
選
挙
管
理
委
員
会
）

 

平
成

2
8
年

3
月

2
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
登
録
者
数
の

5
0
分
の
１
、
３
分
の
１
の
数
等

 

（
選
挙
管
理
委
員
会
）
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